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平成１６年（特ノ）第１号特定調停申立事件 

決       定 

別紙当事者目録記載の当事者間の頭書事件について，当裁判所は，民事調停法１ 

７条に基づき，次のとおり調停に代わる決定をする。 

主       文 

別紙主文記載のとおり 

事 実 及 び 理 由 

１ 本件特定調停事件の概要 

本件特定調停事件は，平成１６年２月４日に，申立人である千葉県住宅供給公 

社が相手方である株式会社千葉銀行ほか１０社の民間金融機関（以下「相手方金 

融機関１１行」という。），住宅金融公庫及び千葉県に対し総額約９０８億円（相 

手方金融機関１１行に約７１４億円，相手方住宅金融公庫に約１５４億円，相手 

方千葉県に約４０億円）の債務の確定と弁済方法についての調停を求めたもので 

ある。 

２ 本件特定調停の経緯 

本件特定調停では，まず，申立人側の調停案策定の前提とされた経営改善計画 

（甲１９号証の１）及び事業計画（甲１９号証の２）の内容の相当性が問題とな 

り，調停委員会は，あずさ監査法人及び新日本監査法人に対し，①特定調停手続 

申立てに至った経緯，事情，②申立人の業務及び財産に関する経過及び現状，③ 

商業帳簿の記載状況，④否認（詐害）行為・相殺禁止に違反する行為の有無，役 

員の不正行為の有無，⑤再建計画についての意見の５点について調査嘱託を行った。

これに対し，あずさ監査法人及び新日本監査法人から，平成１６年４月９日付けで

調査報告書が提出された。そこで，申立人は，同報告書に記載された両監 

査法人の意見や，この間に提出された相手方らの意見を踏まえて，前記経営改善 

計画及び事業計画の見直しを行い，再度，事業計画（甲３６号証）を作成した。 

他方，申立人は，所有資産の正常価格を総額約２９９億２７００万円，早期処 
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分見込価格を総額約２１２億４８００万円とする意見書（甲２８号証の１から１２

まで。以下「申立人意見書」という。）を提出していた。これに対し，相手方 

株式会社千葉銀行から意見書（乙１１号証の２）が提出され，申立人意見書の価 

格よりも少なくとも約７６億円は高額になるとの見解が示された。そこで調停委 

員会は，株式会社関東不動産鑑定所に対し，申立人意見書における評価の手法， 

基礎とされた数値等の妥当性について調査嘱託をした。これに対し，同関東不動 

産鑑定所からは，平成１６年７月３０日付けで，申立人意見書の評価は概ね相当 

ではあるが，完成している宅地部分について約２６億円，流山市木地区の不動産 

について約６億３０００万円の価格の上昇がありうる旨の調査報告書が提出され 

た。 

３ 申立人による調停案の提案. 

申立人は，平成１６年７月２０日の第９回調停期日において，相手方住宅金融 

公庫と相手方千葉県を除く相手方金融機関１１行に対し総額約３５８億円（残元 

本に対する弁済率５０．１パーセント）を弁済し，その余については免除を受け 

るという試算を示した。その後，前記の申立人意見書に対する調査嘱託の結果が 

第９回調停期日後に提出されたことを踏まえ，申立人は，平球１６年９月３日の 

第１１回調停期日において，調停案（以下「申立人調停案」という。）を提出し 

た。 

４ 申立人調停案の相当性 

申立人調停案は，相手方金融機関１１行に対する弁済総額を約３９２億６６０ 

０万円（残元本に対する弁済率が約５５パーセントとなる。）とするものである 

が，これは申立人の有する資産の範囲，すなわち，手持ち資金約５６億８０００ 

万円，流山市木地区の移管に伴う相手方千葉県からの譲渡代金約３５億５０００ 

万円，流山市木地区を除いた申立人所有の不動産の価格約３００億円（これは， 

申立人意見書による正常価格の総額２９９億２７００万円から流山市木地区の正 

常価格２５億４０００万円を差し引き，それに前記不動産の評価に関する調査嘱 
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託の結果（宅地部分について約２６億円の価格の上昇がありうるとの意見）を反 

映させた金額である。）の合計約３９２億３０００万円を上回るものとなっている。

申立人調停案によると，申立人は，相手方金融機関１１行に総額約３９２億 

６６００万円を弁済するほか，相手方住宅金融公庫に約１５４億円を弁済し，相 

手方千葉県にも約４７億５０００万円を弁済することを考慮すると，申立人調停 

案は，現有資産の評価を上回る弁済を提案するものになっていると認められる。 

また，申立人調停案は，申立人の事業計画（甲３６号証）を前提として，相手 

方金融機関１１行については，一部債務の３回分割による弁済と残額の放棄を， 

相手方住宅金融公庫に対しては期間４０年の分割弁済と利息損害金の一部放棄. 

を，相手方千葉県に対しては，他の相手方である債権者らに劣後する扱いをそれ 

ぞれ提示するものであるが，その前提とされた事業計画自体は，前記認定の見直 

しの経緯に照らしても一応の合理性を有するものと認められるし，当該事業計画 

に基づく弁済の方法及び弁済額についても，その算出過程に照らし，一応の相当 

性を有するというべきである。 

さらに，申立人調停案による弁済率は，申立人が試算した申立人を清算した場 

合の予想弁済率を大幅に上回っているものである。 

なお，本件特定調停の過程では，相手方らの多くから，申立人と相手方千葉県 

の実質的な一体性，あるいは相手方千葉県の申立人に対する監督責任等を理由と 

して，相手方千葉県の責任を指摘する意見が述べられたが，申立人調停案では， 

相手方金融機関１１行に対する弁済の資金の大半を相手方千葉県からの借入れで

まかなうものとされたほか，相手方千葉県の申立人に対する債権については，他 

の相手方らに劣後する扱いとされるといった配慮がなされている。これに対して 

は，相手方千葉県の責任のあり方としてはこれでは不十分であるとの意見が相手 

方金融機関１１行の中から出されており，申立人と相手方千葉県を実質的に同一 

視して取引を行ってきた相手方金融機関１１行の立場からすれば，そのような意 

見を述べること自体は理解できないわけではないが，相手方千葉県の負担は最終 
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的に千葉県民の負担になることからすれば，申立人調停案は，相手方千葉県にも 

多大な負担をさせているものであるといえる。また，相手方らの中には，札幌地 

方裁判所においてなされた北海道住宅供給公社を当事者とする特定調停事件（平 

成１５年（特ノ）第１号特定調停申立事件）において，北海道が損失補償をし 

ていることと比較して，相手方千葉県がその責任に見合った負担をしているという

には不十分であるという意見もあるが，北海道は金融機関との間で特定調停申 

立て前に別途損失補償契約を締結しており，相手方千葉県と相手方らとの間で損 

失補償に関する明示の合意がなされていない本件とは事案を異にする。 

以上の事実に照らすと，申立人調停案は，調停案としては，一応の相当性を有 

するものといえる。 

５ 申立人調停案に対する相手方らの意見と調停委員会からの調停案の提示 

申立人調停案に対しては，相手方らの一部から，①平成１６年度の申立人の事 

業収入からすると，申立人にはなお相当額の弁済余力があるのではないか，②特 

定調停成立時までの約定利息の支払及び最終弁済時での一定額の利息の支払をす

べきである等の意見が出された。そこで，調停委員会は，これらの相手方らの意 

見をも考慮し，再度申立人側の平成１６年度の事業収入からの支払の可能性を検討

し，平成１６年１０月８日，申立人調停案に付加して，相手方千葉県を除く相 

手方らに対する金利分として，合計６億３０００万円余りの追加支払をすること 

を内容とする調停案を提示した。 

６ 調停委員会の提示した調停案に対する当事者の意見 

調停委員会の提示した調停案に対しては，平成１６年１０月１９日の第１４回 

調停期日までに，申立人，相手方株式会社京葉銀行及び中央三井信託銀行株式会 

社からは，同意するとの意見が，相手方千葉県からは，県議会の承認を条件とし 

て同意するとの意見が，相手方株式会社みずほ銀行，株式会社りそな銀行，株式 

会社三井住友銀行及び株式会社ユーエフジェイ銀行からは，同意の方向で前向き 

に検討している旨の意見が，相手方株式会社千葉銀行，株式会社千葉興業銀行及 
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び住友信託銀行株式会社からは，一定の見直しを求めるが，調停委員会の提示し 

た調停案に沿った民事調停法１７条に基づく決定（以下｢１７条決定｣という。） 

は尊重する旨の意見が，相手方株式会社新生銀行及び三菱信託銀行株式会社から 

は，同意しないとの意見が，相手方住宅金融公庫からは，現段階では諾否につい 

て回答できないとの意見がそれぞれ述べられた。ただし，相手方三菱信託銀行株 

式会社は，調停委員会の提示した調停案に沿った１７条決定がなされた場合には， 

それに対して異議を述べないとの意見を付していた。 

７ 本件決定とその内容 

本件特定調停は，その性質上，申立人と相手方ら全員との間で合意が形成され 

ない以上その成立が見込まれないところ，以上の本件特定調停の経緯に照らすと， 

本件においては，調停委員会からの最終的な調停案受入れの勧告がなされたにも 

かかわらず，一部相手方の同意がなされなかったことが明らかであり，結局，調 

停が成立する見込みはないと認めざるを得ない。しかし，前記認定のとおり，調 

停委員会が提示し，その受入れを勧告した調停案は，一応の相当性の認められる 

申立人調停案について，調停委員会においてさらに当事者双方の意見を聴取した 

うえで，相手方金融機関１１行及び住宅金融公庫に有利な修正を加えたものであ 

って，相手方株式会社新生銀行，三菱信託銀行株式会社及び住宅金融公庫が同意 

していないとはいえ，申立人とその他の相手方全員は同意あるいは積極的には反 

対しないとの意向を示していることからも明らかなとおり，本件特定調停事件の 

調停案としては，相当な内容を有するものというべきである。そして，本件特定 

調停事件の成否は，申立人である千葉県住宅供給公社の今後の運営のあり方を左 

右するものであり，その成立が否定された場合の多数の関係者への影響は甚大な 

ものとなることが予想される。また，そのような申立人の苦境に配慮し，最終的 

には本件特定調停に協力し，多額の債権放棄をも受け入れることもやむなしとし 

ている相手方株式会社千葉銀行ほか８行の意向を無視することもできない。そこ 

で，当裁判所は，以上のような経緯を踏まえ，民事調停委員上野正彦及び同内田 
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実の意見を聴いたうえ，当事者双方のための衡平，その他一切の諸事情を斟酌し， 

主文のとおり，調停に代わる決定をする。 

なお，相手方金融機関１１行の中には，調停委員会が提示した調停案について 

は，相手方金融機関１１行が有する担保権の解除時期を本件調停成立時としてい 

ることに不満の意を表明するものもいる。確かに，本件決定では，担保権の解除 

時期が弁済期よりも前となり，これについて担保権者らが債権保全の観点から危 

惧と不満の念を抱くことも理解できないものではない。しかし，本件決定は，申 

立人が相手方千葉県から無担保で借入れをして第２回弁済を行うことを前提とし

ており，申立人の資産に担保権が設定されていると，相手方千葉県からの借入れに

支障をきたすおそれがあり，本件決定の定める債務の履行を確実とするためにも早

期における担保権解除の必要があると考えられる。したがって，本件決定では、第

１・第７項において，担保権解除時期を調停成立時とした。 

 また、相手方金融機関１１行の中には，平成１８年３月３１日の弁済について 

相手方千葉県の損失補償ないしは保証を求めるとの意見があった。その意見の趣 

旨は，平成１８年３月３１日の弁済の確保であると解されるが，本件決定では， 

第１・第６項において第１回弁済から第３回弁済までが約定どおりなされた場合 

に残債務の免除を受けるとし，３回にわたる弁済が確保されるよう配慮したとこ 

ろである。 

なお，相手方株式会社新生銀行は，同行が本件特定調停事件の申立前日に申立 

人に対して行った申立人の預金を受働債権とする相殺に関し，相手方金融機関１ 

１行に対する弁済においては，預金の担保としての機能・性質上，相手方金融機 

関各自の有する預金の多寡により配当額に差異を生ぜしめる弁済方法によるべき 

であって，各金融機関に対する預金を一般財産として弁済の財源に組み入れる調 

停委員会が提示した調停案は合理性を欠き，同意できないとしている。しかし， 

本件特定調停事件においては，相手方株式会社新生銀行を除く他の相手方金融機 

関１０行は，本件特定調停申立てに至る過程では，申立人の預金に対する相殺を 
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行っていない。そして，これらの他の相手方金融機関１０行は，いずれも各金融 

機関の預金を一般財産として弁済の財源に組み入れる調停委員会が提示した調停 

案に対し，その点をとらえて異論は述べていないのである（なお，平成１６年１ 

０月１９日の第１４回調停期日においても，他の相手方金融機関１０行から相手 

方株式会社新生銀行の考え方に同調する意見は述べられなかった。）。そうであ 

るとすれば，確かに，相手方株式会社新生銀行の主張するような弁済方法にも一 

応の合理性はあるとはいえるのであるが，そのような考え方については他の相手 

方金融機関１０行においても十分に理解したうえで，本件特定調停手続が成立し 

なかった場合の社会的経済的影響等も考慮し，できるだけ本件特定調停手続の不 

成立の事態を回避するために，大局的見地から，調停委員会が提示した調停案に 

よる弁済方法に異論を述べていないものと思われる。このことに加え，相手方金 

融機関１１行に対する弁済資金の大半が相手方千葉県からの借入れでまかなわれ 

るという調停委員会が提示した調停案の特殊性も考慮すると，特定調停という手 

続を通じて相手方金融機関１１行に対する弁済の実質的な衡平を図るという観点 

でみる限りは，調停委員会が提示した調停案に沿って本件決定が示したような弁 

済方法のほうがより妥当であるというべきであり，当事者の互譲により，条理に 

即した解決を図ることを目的とする民事調停の目的にも沿うものであると考え 

る。当裁判所としては，相手方株式会社新生銀行においても，申立人の経済的再 

生，関係する他の多くの当事者の意向等も考慮して，本件決定による本件事案の 

適正かつ妥当な解決に協力するよう期待するものである。 

平成１６年１０月２５日 

東京地方裁判所民事第８部 

 

裁判長裁判官  西   岡   清 一 郎   

   

裁   判   官  佐  々 木    宗   啓  

 

裁   判   官     真       鍋     美  穂 子 
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（別紙） 

当 事 者 目 録 

 

千葉市中央区本千葉町１３番１号 

申   立   人  千 葉 県 住 宅 供 給 公 社 

代 表 者 理 事 長 金   親  信   一 

代 理 人 弁 護 士 多  比  羅    誠 

同                清   水   祐   介 

同                三  枝   知   央 

同                清   水   靖   博 

同                中   神  啓 四 郎 

同                原       慎    一 

千葉市中央区千葉港１番２号 

相     手     方  株  式  会  社  千  葉  銀  行 

代表者代表取締役  竹   山        正 

代 理 人 弁 護 士 竹   下   正   己 

同                山   本  博   毅 

同                多   賀  亮   介 

東京都千代田区内幸町一丁目１番５号 

相     手     方  株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 

代表者代表取締役  工   藤       正 

代 理 人 弁 護 士  田   口  和   幸 

同                 原   田  崇   史 

同                 加   藤  寛   史 

同                 小   島  亜 希 子 
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同                  網   野   精   一 

千葉市美浜区幸町二丁目１番２号 

相     手     方    株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行 

代表者代表取締役    浅   井  和   彦 

代 理 人 弁 護 士   浜   名  儀   一 

千葉市中央区富士見一丁目１１番１１号 

相     手     方    株 式 会 社 京 葉 銀 行 

代表者代表取締役    綿   貫  弘   一 

代 理 人 弁 護 士   山   﨑  源   三 

同                  新   井  弘   治 

同                  安   部  祐   志 

同                  丸   島  良   成 

同                  小   川      宏 

同                  北   代  八 重 子 

代     理     人    佐 久 間   弘   一 

同                  柴   崎   清   志 

大阪市中央区備後町二丁目２番１号 

相     手     方    株 式 会 社 り そ な 銀 行 

代表者代表執行役    野   村   正   朗 

代 理 人 弁 護 士   高   井   章   吾 

同                  杉   野   翔   子 

同                  藤   林   律   夫 

同                  尾   﨑  達   夫 

同                  鎌   田        智 

同                  伊   藤   浩   一 
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同                   金   子      稔 

大阪市中央区北浜四丁目５番３３号 

（支配人を置いた営業所）東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 

相     手     方     住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 

代表者代表取締役     高   橋       温 

代 理 人 支 配 人    渡   邊  義   夫 

代 理 人 弁 護 士    島   田  邦   雄 

同                   富   岡  孝   幸 

東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 

相     手     方     株式会社三井住友銀行 

代表者代表取締役     西   川   善   文 

代     理     人     工   藤   康   身 

同                   吉   見        隆 

東京都中央区築地三丁目１６番９号 

相手方株式会社三井住友銀行の受託者 

ＳＭＢＣビジネス債権回収株式会社 

代表者代表取締役     宮   城   信   二 

代     理     人      永   野   利   光 

同                   小   林   恵   蔵 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

相     手     方     三 菱 信 託 銀 行 株 式 会 社 

代表者代表取締役     内   海   暎   郎 

代     理     人     中   川   雄 一 朗 

東京都千代田区内幸町二丁目１番８号 

相     手     方     株 式 会 社 新 生 銀 行 

代表者代表取締役     八   城   政   基 
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代     理     人     城   野   雅   信 

東京都港区芝三丁目３３番１号 

相     手     方    中 央 三 井 信 託 銀 行 株 式 会 社 

代表者代表取締役    田   辺   和   夫 

代     理     人    松   本  公   仁 

同                  甲   斐   洋 一 郎 

同                  大   浦   利   夫 

名古屋市中区錦三丁目２１番２４号 

相     手     方    株式会社ユーエフジェイ銀行 

代表者代表取締役    寺   西   正   司 

代 理 人 弁 護 士   小   沢   征   行 

同                  秋   山   泰   夫 

同                  吉   岡   浩   一 

同                  北   村   康   央 

同                  小   野   孝   明 

同                  安   部   智   也 

同          御 子 柴  一   彦 

同                  上   野   和   哉 

同                  山   崎   篤   志 

同                  平   賀   敏   秋 

同                  上   枝   賢 太 郎 

同                  笠   井   陽   一 

同                  奥       国   範 

同                  峯   金  克   弥 
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同                  清   水   健   次 

同                  倉   品   愛   美 

同                  森   安   紀   雄 

同                  髙   尾       剛 

同                  外   海   周   二 

東京都文京区後楽一丁目４番１０号 

（代理人を置いた事務所）東京都新宿区水道町３番１号 

相     手     方    住   宅   金   融   公   庫 

代 表 者 総 裁      望   月  薫   雄 

代     理     人    長   幡   好   雄 

代 理 人 弁 護 士   髙   岡  信   男 

復代理人弁護士      渡   部  典   子 

千葉市中央区市揚町１番１号 

相     手     方    千         葉         県 

代  表  者  知 事   堂   本  暁   子 

代 理 人 弁 護 士   國   廣       正 

同                  五   味  祐   子 

同                  青   木  正   賢 

代理人國廣正復代理人弁護士 

芝      昭   彦 

指  定  代  理  人   袴   田   哲   也 

同                  石   井       和 

同                  大   畑   清   孝 

同                  若   狭  正   伸 

同                  松   本       登 
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同                  中   島  一   郎 

同                  金   子   光   宏 

同                  栗   原       渉 

同                  鑓   水   三 千 男 

同                  岩   﨑       進 

同                  鎌   田  富   雄 

同                  名   輪  淑   行 

同                  鈴   木  秀   明 

同                  栢   尾  洋   和 

同                  篠   原  健   一 

同                  時   友  一   郎 

同                  上   村  順   一 

   以   上 
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（別 紙） 

主    文 
第１ 相手方金融機関１１行 

１ 借入金債務（平成１６年２月４日現在）の確認 

申立人と相手方株式会社千葉銀行，同株式会社みずほ銀行，同株式会社千葉興 

業銀行，同株式会社京葉銀行，同株式会社りそな銀行，同住友信託銀行株式会社， 

同株式会社三井住友銀行，同三菱信託銀行株式会社，同株式会社新生銀行，同中 

央三井信託銀行株式会社及び同株式会社ユーエフジェイ銀行（以下「相手方金融 

機関１１行｣という。）は，申立人が相手方金融機関１１行の各相手方に対し，平 

成１６年２月４日現在別紙民間金融機関弁済計画表「平成１６年２月４日残高」 

欄記載のとおりの借入元金債務（合計金７１３億９３２２万８０００円）及び同 

借入元金債務に対する各相手方金融機関１１行との間の金銭消費貸借契約上の約 

定金利による利息の支払義務を負担していることを確認する。 

なお，相手方株式会社ユーエフジェイ銀行については，平成１５年９月３０日 

に申立人より相手方株式会社ユーエフジェイ銀行に交付し，平成１６年６月３０ 

日に同行において借入元金に充当した金１７５６万９４５１円を，平成１５年９ 

月３０日に借入元金債務に充当した残額金９億８２４３万０５４９円をもって， 

別紙民間金融機関弁済計画表の「平成１６年２月４日残高」としている。 

 

２ 借入元金債務（平成１６年９月３日現在）の確認 

申立人と相手方金融機関１１行は，平成１６年２月５日から平成１６年６月３ 

０日までの間に，申立人が相手方金融機関１１行に対し，前記第１項の借入元金 

の支払として，別紙民間金融機関弁済計画表「平成１６年２月５日から平成１６ 

年６月３０日までの間の弁済（相殺を含む）」欄記載の金額の弁済を行ったこと， 

及び，その結果，平成１６年９月３日現在申立人が相手方金融機関１１行に対し， 

別紙民間金融機関弁済計画表「平成１６年９月３日残高」欄記載のとおりの借入 

元金債務（合計金６９６億９１１６万８２６２円）を負担していることを確認す 

る。 
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なお，相手方株式会社新生銀行の別紙民間金融機関弁済計画表「平成１６年２ 

月５日から平成１６年６月３０日までの間の弁済(相殺を含む)」欄記載の金２億 

８２１２万２８１４円は，①同行が，申立人に対して負っている預金返還債務金 

２億５０１５万５７５２円につき，平成１６年２月５日に到達した意思表示にて 

相殺した金額金２億５０１５万５７５２円及び②平成１６年６月３０日に申立人 

が同行に対して弁済した金３１９６万７０６２円の合計額であり，同行の別紙民 

間金融機関弁済計画表「平成１６年９月３日残高」欄記載の金１２億８９７６万 

６０６５円は，同行の別紙民間金融機関弁済計画表「平成１６年２月４日残高」 

欄記載の借入元金債務額の元金額金１５億７１８８万８８７９円に，前記相殺 

（①）及び弁済（②）の合計金２億８２１２万２８１４円を充当したとして算出 

した金額である。 

 

３ 第１回弁済 

申立人は，相手方金融機関１１行に対し，前記第２項の借入元金債務の弁済と 

して，本調停が成立した日から１か月以内に，別紙民間金融機関弁済計画表「第 

１回弁済」欄記載の金額を支払う。 

 

４ 第２回弁済 

(１)申立人は，相手方金融機関１１行に対し，前記第２項借入元金債務の弁済と 

して，平成１７年３月３１日限り，別紙民間金融機関弁済計画表「第２回弁済」 

欄記載の金額を支払う。 

(２)申立人は，相手方金融機関１１行に対し，前記第１項の利息の弁済として， 

平成１７年３月３１日限り，次の①ないし④の利息の合計額を支払う。 

なお，利息の計算に伴い生じる１円未満の端数は切り捨てる（以下，同じ。）。 

① 別紙民間金融機関弁済計画表「平成１６年２月４日残高」欄記載の各借入 

元金債務（合計金７１３億９３２２万８０００円）に対する平成１５年１０ 

月１日から平成１６年２月４日までの相手方金融機関１１行との間の金銭消 

費貸借契約上の約定金利により計算した利息（ただし，(a)相手方株式会社み 

ずほ銀行の借入元金債務金１７１億４３４１万３０８１円のうち，金３６億 
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９３４１万３０８１円については，平成１５年１１月１日から平成１６年２ 

月４日まで，(b)相手方株式会社千葉興業銀行の借入元金債務金９７億７５１ 

８万３９６３円のうち，金３２億５０００万円については，平成１５年９月 

３０日から平成１６年２月４日までの利息とする。）。 

② 別紙民間金融機関弁済計画表「平成１６年２月４日残高」欄記載の各借入 

元金債務（ただし，相手方株式会社新生銀行についてのみ，前記第２項第２ 

段落①記載の相殺額金２億５０１５万５７５２円を控除した借入元金債務金 

１３億２１７３万３１２７円とする。）（合計金７１１億４３０７万２２４８ 

円）に対する平成１６年２月５日から平成１６年６月３０日までの年０．１ 

５パーセントの割合により計算した利息。 

③ 別紙民間金融機関弁済計画表「平成１６年９月３日残高」欄記載の各借入 

元金債務（合計金６９６億９１１６万８２６２円〉に対する平成１６年７月 

１日から前記第３項による第１回弁済日までの年０．１５パーセントの割合 

により計算した利息。 

④ 別紙民間金融機関弁済計画表「平成１６年９月３日残高」欄記載の各借入 

元金債務から同表「第１回弁済」欄記載の弁済金額を控除した各借入残元金 

債務（合計金６６７億１４８２万５５１５円）に対する第１回弁済日の翌日 

から平成１７年３月３１日までの年０．１５パーセントの割合により計算し 

た利息。 

 

５ 第３回弁済 

(１) 申立人は，相手方金融機関１１行に対し，前記第２項の借入元金債務の弁済 

として，平成１８年３月３１日限り，別紙民間金融機関弁済計画表「第３回弁 

済」欄記載の金額を支払う。 

(２) 申立人は，相手方金融機関１１行に対し，前記第１項の利息の弁済として， 

平成１８年３月３１日限り，別紙民間金融機関弁済計画表「第３回弁済」欄記 

載の金額（合計金３５億４９７４万６８３５円）に対する平成１７年４月１日 

から平成１８年３月３１日までの年０．１５パーセントの割合により計算した 

金額を支払う。 
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６ 債務免除 

申立人が，期限を徒過することなく前記第３項ないし第５項の弁済を行ったと 

きは，相手方金融機関１１行は，申立人に対する別紙民間金融機関弁済計画表｢元 

金免除額」欄記載の借入残元金及び別紙民間金融機関弁済計画表「平成１６年２ 

月４日残高」欄記載の借入元金に対する各相手方金融機関１１行との間の金銭消 

費貸借契約上の利息・損害金の残金全額を免除する。 

 

７ 根抵当権設定契約の解除 

相手方金融機関１１行は，本調停成立時に，申立人との問の平成１５年３月３ 

１日付根抵当権設定契約をすべて解除する。 

 

第２ 相手方住宅金融公庫 

１ 借入金債務（平成１６年９月３日現在）の確認 

申立人と相手方住宅金融公庫は，申立人が相手方住宅金融公庫に対して，平成 

１６年９月３日現在金１５４億１９８９万７５６６円の借入元金債務(以下｢本件 

借入金債務｣という。) 及びこれに対する相手方住宅金融公庫との間の金銭消費貸 

借契約上の約定金利による利息及び遅延損害金の支払義務を負担していること， 

並びに，同債務について，申立人が期限の利益を喪失していないことを確認する。 

ただし，平成１６年９月３日現在の借入元金は，積立分譲住宅建設資金に係る借 

入元金を除いたものであり，申立人は，同借入金（平成１６年８月３１日現在の 

借入元金金１２５万６９８５円）については，本調停申立前の約定どおり弁済す 

る。 

 

２ 借入金債務の弁済 

(１)申立人は，相手方住宅金融公庫に対し，本件借入金債務を，次のとおり分割 

して支払う。 

なお，申立人は，以下の期限前に本件借入金債務の全部を繰り上げて返済で 

きるよう努力する。 
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① 本調停成立後１か月以内に，金１億１０６０万円 

② 平成１７年６月から平成５６年１２月まで，毎年３月，６月，９月，１２ 

月の各月の２５日限り，金９５６８万３１０９円宛 

③ 平成５７年３月２５日限り金９５３８万３２３５円 

(２)申立人は，相手方住宅金融公庫に対し，前記第１項の利息の弁済として，平 

成１７年３月３１日限り，次の①ないし③の利息の合計額を支払う。 

なお，利息の計算に伴い生じる１円未満の端数は切り捨てる（以下，同じ。）。 

① 本件借入金債務のうち，(a)金１２９億７８９０万円に対する平成１５年９ 

月１１日から平成１６年２月４日まで，(b)金９億６３６７万２９２６円に対 

する平成１６年１月２８日から同年２月４日まで，(c)金１４億７７３２万４ 

６４０円に対する平成１６年１月１９日から同年２月４日までの申立人と相 

手方住宅金融公庫との間の各金銭消費貸借契約上の約定金利により計算した 

利息。 

② 本件借入金に対する平成１６年２月５日から本項(１)①による弁済日までの 

年０．１５パーセントの割合により計算した利息。 

③ 本件借入金に対して本項(１)①による弁済をした後の残元金１５３億９２９ 

万７５６６円に対する同弁済日の翌日から平成１７年３月３１日までの年 

０．１５パーセントの割合により計算した利息。 

(３)申立人は，相手方住宅金融公庫に対し，前記第１項の利息の弁済として，平 

成１７年４月１日から完済まで毎年３月，６月，９月，１２月の各月の２５日 

限り，本項(1)①による弁済後の残元金１５３億９２９万７５６６円（本項(1)② 

による各期の弁済後は，各弁済後の残元金）に対する年０．１５パーセントの 

割合で計算した利息の当該期間分（ただし，月割計算。３か月未満の期間は， 

年３６５日の日割計算）を支払う（ただし，１円未満は切捨。）。 

 

３ 相手方住宅金融公庫は申立人に対し，平成１８年３月３１日に，本件借入金債 

務に対する利息・損害金のうち，本決定条項で定めるものを除く一切の利息・損 

害金を免除する。 
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４ 申立人が，前記第２項（1)②の分割金の支払を２回以上怠り，かつ，その金額が 

２回分に達したときは，本件借入金債務について，相手方住宅金融公庫の請求に 

より，申立人は期限の利益を失い，その期限の利益を失った日の残元金，延滞利 

息，支払うべき各割賦元金に対するそれぞれ各支払日の翌日から期限の利益喪失 

日までの間の年１４．５パーセント（年３６５日の日割計算。以下同じ。）の割合 

による遅延損害金及び残元金に対する期限の利益を失った日の翌日から完済に至 

るまでの間年１４．５パーセントの割合による遅延損害金を支払う。 

 

５ 申立人は，相手方住宅金融公庫のために，平成１５年４月２１日付根抵当権設 

定契約に基づき別紙物件目録記載の不動産に対して設定した根抵当権につい 

て，本調停成立後，直ちに必要な登記手続を完了し，その登記簿謄本を相手方 

住宅金融公庫に提出する。 

 

６ 相手方住宅金融公庫は，申立人が別紙物件目録記載の不動産を売却する場合は， 

当該不動産の担保解除に同意する。 

この場合，申立人は，相手方住宅金融公庫に対し，取得した売却代金（ただし， 

消費税を控除した後の金額。以下同じ。）相当額を，前記第２項(1)に定める元金の 

分割弁済金の前払として，売却代金全額を受領した月の翌月２５日限り支払う。 

ただし，同前払は，順次弁済期が早く到来する分割弁済金に充当することとする。 

申立人及び相手方住宅金融公庫は，この弁済により残元金につき，前記第２項（１) 

で定めた約定を変更するものではないことを確認する。 

 

７ 本件借入金債務に関する本決定条項で定める以外の約定は，本決定条項に反し 

ない限りすべて原契約の約定によるものとする。 

 

８ 申立人が，相手方住宅金融公庫に対して負担している連帯債務（平成１６年８ 

月３１日現在の残高金１１３億３２５７万６５９０円）については，すべて従前 

の約定どおりであることを確認する。 
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第３ 相手方千葉県 

１ 借入金債務（平成１６年９月３日現在）の確認 

申立人と相手方千葉県は，申立人が相手方千葉県に対して，平成１６年９月３ 

日現在，以下①ないし③の借入元金債務及び同借入元金債務に対する相手方千葉 

県との間の金銭消費貸借契約上の約定金利による利息の支払義務を負担している 

こと，並びに同債務について，申立人が期限の利益を喪失していないことを確認 

する。 

① 平成１６年２月４日までの借入元金 

金３９億９３５５万９０３２円 

（千葉県企業庁分の借入元金金２７億００４５万９０３２円を含む。） 

② 平成１６年５月２６日付幕張第３期賃貸住宅整備事業貸付変更契約による 

変更後の幕張第３期賃貸住宅整備事業貸付契約に基づく借入元金 

金７億５１０５万８０００円 

③ 平成１６年５月１９日付住宅供給公社緊急支援事業貸付契約に基づく借入 

元金 

限度額金１４億８０００万円のうち調停成立日までに借り受けた額（平 

成１６年８月３１日現在，金９億６８２１万３０００円) 

 

２(1) 申立人は相手方千葉県に対し，前記第１項③の借入金については，平成１７ 

年３月３１日限り，借入元金及び利息を支払う。 

(2) 相手方千葉県は申立人に対し，前記第１項①及び②の借入金については，前 

記第１の相手方金融機関１１行への弁済及び第２の相手方住宅金融公庫への弁 

済が完了するまでの間の利息・損害金の全額を本調停成立時に免除し，元金に 

ついては，前記第１の相手方金融機関１１行への弁済及び第２の相手方住宅金 

融公庫への弁済が完了するまでの間その支払を猶予し，申立人と相手方千葉県 

は相手方金融機関１１行及び相手方住宅金融公庫への弁済完了後に，元金及び 

その後に発生する利息の返済時期・方法につき，別途協議する。 

 

３ 前記第１項の借入元金に関する本決定条項で定める以外の約定は，本決定条項 
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に反しない限りすべて前記第１項①②③の各既存契約の約定によるものとする。 

 

第４ 資金調達の方法 

１ 申立人は，前記第１・第４項の弁済原資の一部として，平成１７年３月３１日 

限り，相手方千葉県から金３００億３８００万円を借り入れ，相手方千葉県は， 

申立人に対し同額を同日限り貸し付ける。 

２ 申立人は，前記第１・第５項の弁済原資を得るため，平成１８年３月３１日ま 

でに，流山木地区土地区画整理事業を相手方千葉県に引き継ぐ。 

 

第５ 共通条項 

１ 申立人及び各相手方らは，申立人と各相手方らとの間には，本決定記載の各借 

入金に関しては，本決定で定めるほかには何らの債権債務のないことを相互に確 

認する。 

 

２ 本決定に対して，申立人，相手方らのうち一人でも異議申立てをした場合には， 

本決定は，本件のいずれの当事者間においても効力を生じないものとする。 

 

３ 調停費用は各自の負担とする。 

以  上 
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